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令和４年９月定例会 経済委員会（事前）

令和４年９月９日（金）

〔委員会の概要 農林水産部関係〕

原委員長

休憩前に引き続き，委員会を開会いたします。（10時48分）

これより，農林水産部関係の調査を行います。

この際，農林水産部関係の９月定例会提出予定議案等について，理事者側から説明を願

うとともに，報告事項があればこれを受けることにいたします。

【提出予定議案等】（説明資料，説明資料（その２））

○ 議案第１号 令和４年度徳島県一般会計補正予算（第６号）

○ 議案第２号 令和４年度徳島県一般会計補正予算（第７号）

○ 議案第13号 令和４年度県営土地改良事業費に対する受益市町負担金について

○ 議案第14号 令和４年度広域漁港整備事業費等に対する受益市町負担金について

○ 議案第15号 令和４年度県営林道開設事業費に対する受益市町負担金について

○ 報告第３号 令和３年度決算に係る資金不足比率の報告について

【報告事項】

○ 県内における「死亡野生いのしし」での「豚熱」の初発生と対応について

（資料１）

○ 肥料価格高騰緊急対策について（資料２）

○ 農林水産業の経営状況に関する調査結果について（資料３）

○ 国営総合農地防災事業「吉野川下流域地区」の事業承継について（資料４）

平井農林水産部長

９月定例会に提出を予定しております農林水産部関係の案件につきまして，先議分を経

済委員会説明資料によりまして御説明を申し上げます。

１ページでございます。

一般会計歳入歳出予算総括表でございますが，補正額の欄の最下段に記載のとおり１億

9,200万円の増額をお願いするもので，補正後の予算総額は360億9,893万5,000円となって

おります。

補正額の財源内訳につきましては，最下段の計の欄，括弧内に記載のとおり一般財源で

ございます。

２ページでございます。

課別主要事項について御説明いたします。

畜産振興課でございます。

４段目の畜産振興費，摘要欄①のア，新規事業，畜産経営改善ＧＸ推進事業におきまし

て，畜産経営の負担軽減に加え，ＧＸを推進し持続可能な畜産業の実現を図るための経費

として１億9,200万円の増額をお願いしております。
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続きまして，通常分を経済委員会説明資料（その２）により御説明申し上げます。

１ページでございます。

一般会計歳入歳出予算総括表でございますが，補正額の欄の最下段に記載のとおり

8,712万6,000円の増額をお願いするもので，補正後の予算総額は361億8,606万1,000円と

なっております。

補正額の財源内訳につきましては，最下段の計の欄，括弧内に記載のとおりでございま

す。

２ページでございます。

課別主要事項について御説明いたします。

もうかるブランド推進課でございます。

１段目の計画調査費，摘要欄①のア，新規事業，「阿波ふうど」レガシー継承発展事業

におきまして，東京オリ・パラの成果をレガシーとして万博につなげるため，去る８月３

日に包括連携協定を締結いたしました八芳園及び四国大学と連携いたしまして，阿波ふう

どのブランディング強化と販路開拓に取り組むための経費として1,000万円など，もうか

るブランド推進課合計で3,500万円の増額をお願いしております。

３ページでございます。

畜産振興課でございます。

５段目の家畜保健衛生費，摘要欄①の家畜保健衛生所運営費におきまして，県立施設の

電気料金の高騰に係る経費として312万1,000円の増額をお願いしております。

４ページでございます。

農林水産総合技術支援センター経営推進課でございます。

２段目の農業総務費，摘要欄①の農林水産総合技術支援センター運営費におきまして，

県立施設の電気料金の高騰に係る経費として1,319万円など，農林水産総合技術支援セン

ター経営推進課合計で4,900万5,000円の増額をお願いしております。

６ページでございます。

繰越明許費でございます。

国をはじめ関係機関等との調整によりまして，現時点で繰越しが見込まれるものにつき

まして，農山漁村振興課の県単独土地改良事業費から９ページの森林整備課の現年発生治

山施設災害復旧事業費までの３課35事業につきまして，合計で51億7,900万円の繰越明許

費の設定をお願いするものでございます。

10ページでございます。

（１）受益市町負担金でございます。

県が実施いたします公共事業に対しまして，関係法令に基づき議会の議決を経た上で，

地元の市町から事業の種類，内容に応じましてそれぞれの割合で負担していただくもので

ございます。

まず，農山漁村振興課及び生産基盤課所管のア，県営土地改良事業費に対する受益市町

負担金につきましては，10ページから12ページに記載のとおり，鳴門市ほか15市町に対

し，事業内容によりそれぞれの割合で負担していただくものでございます。

13ページでございます。

生産基盤課所管のイ，広域漁港整備事業費等に対する受益市町負担金につきましては，

令和４年９月９日（金） 経済委員会（事前） 農林水産部



- 3 -

令和４年９月９日（金） 経済委員会（事前） 農林水産部

鳴門市ほか５市町に対し，漁港の種別や事業内容によりそれぞれの割合で負担していただ

くものでございます。

14ページでございます。

森林整備課所管のウ，県営林道開設事業費に対する受益市町負担金につきましては，美

馬市ほか３市町に対し，森林基幹道について10.7パーセントの割合で負担していただくも

のでございます。

15ページでございます。

（２）令和３年度決算に係る資金不足比率の報告でございます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律，第22条第１項の規定によりまして，令和３

年度決算に係る公営企業の資金不足比率を報告するものでございます。

農林水産部におきましては，徳島県港湾等整備事業特別会計の中で，スマート林業課が

所管する県営貯木場に係る運営費が計上されておりまして，それらを含め同特別会計につ

きましては資金不足額は発生しておりませんので，資金不足比率の欄に－を記載させてい

ただいております。

次に16ページでございます。

資金不足比率の議会への御報告に先立ちまして，県監査委員による審査をお願いしてお

ります。その結果，17ページの第５，審査の意見にございますように，資金不足比率及び

その算定の基礎となる事項を記載した書類につきましては，いずれも適正なものとお認め

いただいております。

提出予定案件の説明は以上でございます。

この際，４点，御報告させていただきます。

まず１点目は，県内における死亡野生イノシシでの豚熱の初発生と対応についてでござ

います。

資料１でございます。

１，経緯でございますが，去る７月20日，徳島市上八万町で発見されました死亡野生イ

ノシシについて，ＰＣＲ検査の結果，豚熱の陽性反応が確認されました。その後，直ちに

国の検査機関における確定検査の結果，７月25日，県内初の豚熱感染が確認されたところ

でございます。

県では直ちに危機管理会議を開催し庁内関係部局との情報共有を図るとともに，養豚場

における発生予防対策の徹底，野生イノシシにおけるまん延防止対策の徹底，相談窓口の

設置による正確な情報提供について，政策監より指示がなされたところでございます。

次に２，野生イノシシにおける豚熱の感染確認状況につきましては，７月25日の県内初

確認以降，これまでに３市町村で９頭の陽性が確認されている状況であります。

３，本県の対応状況でございますが，（１）養豚場における発生予防対策の徹底といた

しまして，県内全養豚農家に対し消毒用消石灰，消毒液を緊急配布するとともに，県内食

肉処理施設おける交差汚染防止対策や食肉検査の徹底を図っているところでございます。

（２）野生イノシシにおけるまん延防止対策の徹底といたしましては，感染確認区域に

おける野生イノシシの捕獲強化や捕獲後の持ち出し制限，野生イノシシの検査体制の強化

を図っております。

（３）相談窓口の設置による正確な情報提供といたしましては，養豚関係者，狩猟者，
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県民に対する各相談窓口の設置や，県ホームページを通じたタイムリーな情報提供を実施

しております。

最後に４，予算措置の状況でございますが，発生予防，まん延防止への迅速な対応のた

め，養豚場に配付する消石灰の購入などに要する経費について危機管理調整費を活用させ

ていただいたところでございます。

今後とも豚熱から本県畜産業を守るため，関係者との緊密な連携の下，万全の対策を講

じてまいります。

２点目は肥料価格高騰緊急対策についてでございます。

資料２を御覧ください。

６月補正予算によりお認めいただきました肥料価格高騰緊急対策事業についてでござい

ます。

１，県６月補正予算，肥料価格高騰緊急対策事業の国事業との一体的活用について御説

明を申し上げます。去る令和４年７月29日，国において肥料価格高騰による農業経営への

影響緩和を目的とした肥料価格高騰対策事業が閣議決定されたところでございまして，こ

れを受けまして，本県の生産者の一層の負担軽減を図るため，県６月補正予算で創設しま

した肥料価格高騰緊急対策事業につきまして，国事業との一体的活用を実施してまいりた

いと考えております。

まず，（１）当初の県事業につきましては肥料費増加分の２分の１を助成することとし

ているところでございます。

一方，この度の国事業は支援額が肥料費増加分の10分の７の補助と手厚いため，一層の

生産者負担軽減を図るためには，国事業の利用促進が効果的と考えたところでございま

す。

そこで，（２）国事業と県事業の一体的活用といたしまして，まず①国事業の利用を促

進するため，国事業の自己負担分10分の３に対しまして県費を２分の１助成することによ

りまして，その結果，生産者負担を15パーセントまで下げることが可能となるところでご

ざいます。

また，②既に創設しております県事業につきましては，生産者のＧＸスタートを後押し

するため，国の化学肥料低減メニューの中から１項目以上を実施することを条件に，高騰

分に対し県費を２分の１助成することによりまして，その結果，生産者負担を50パーセン

トに下げることが可能となるところでございます。

このように，国事業の利用促進のための上乗せと，生産者のＧＸスタートの後押しの一

体的活用を生産者目線に立って実施することによりまして，肥料価格高騰緊急対策，米価

低迷対策，みどりの食料システム戦略の推進がより一層図られると考えております。

続きまして，２，今後の事業スケジュールにつきましては，９月中旬から取組実施者，

農業者の皆様への事業説明を県内７ブロックで実施する予定でございます。

また，申請受付及び支援金の交付につきましては秋肥料と春肥料の２回に分けて行うこ

とといたしまして，まず秋肥料につきましては10月から申請受付を開始し，支援金の交付

を12月から実施してまいりたいと考えております。また，春肥料につきましては令和５年

２月から受付を開始し，交付を３月中に行ってまいりたいと考えております。

ただいま御説明いたしました内容につきましてはイメージ図を付けさせていただいてお
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りますので，御参考にしてください。

３点目は，農林水産業の経営状況に関する調査結果についてでございます。

資料３を御覧ください。

１，調査概要でございます。新型コロナウイルス感染症により社会経済活動への影響が

長期間に及んでいる状況の中，ウクライナ危機や円安の状況を踏まえまして，前回調査を

行いました本年５月以降における本県の農林水産業に対する影響を把握するため，県内

66の農林漁業者及び関係団体に対しまして聞き取り調査を実施いたしました。

２，分野別の主な状況につきましては，生産者等の声をまとめておりまして，以下，特

徴的な事項を紹介いたします。

まず，（１）農業の１）需要と単価の状況では，本年５月から７月期の実績及び８月期

見込みのそれぞれの需要と単価の状況を，新型コロナ拡大前の2019年及び昨年2021年の同

期と比較した聞き取り調査結果を記載しております。

表中段の2019年同期比の欄を御覧ください。

需要につきましては，2019年の同時期と比べまして減少したとの回答が36パーセント，

変わらないとの回答が56パーセント，増加したとの回答が８パーセントでございました。

単価につきましては，下落したが48パーセント，変わらないが37パーセント，上昇した

が15パーセントでございました。

次に，２）生産資材等の価格の状況でございます。

燃油，ＬＰガスについては２割から３割程度，化学肥料については３割から４割程度，

価格が上昇している状況でございます。

２ページでございます。

３）個別の状況につきましては，中玉トマトをはじめ記載のとおりの状況でございまし

て，説明は省略させていただきます。

次に，３ページを御覧ください。

（２）畜産業の１）需要と単価の状況の表中段，2019年同期比の欄でございますが，需

要については変わらないが54パーセントであり，単価については変わらないが39パーセン

ト，上昇したが22パーセントでありました。

続いて，２）生産資材等の価格の状況でございますが，配合飼料については３割から４

割程度，価格が上昇している状況でございます。

次に，４ページ，（３）水産業でございます。

１）需要と単価の状況の表中段，2019年同期比の欄でございますが，需要について減少

したが60パーセント，単価について下落したが53パーセントでございました。

続いて，２）生産資材等の価格の状況でございますが，燃油について３割程度，価格が

上昇している状況でございます。

次に５ページ，（４）林業でございます。

１）需要と単価の状況の表中段，2019年同期比の欄でございますが，需要について変わ

らないが63パーセント，単価について上昇したが74パーセントでございました。

続いて，２）生産資材等の価格の状況につきましては，燃油について２割から３割程

度，価格が上昇している状況でございます。

以上が，この度の農林水産業の経営状況に関する調査結果の概要でございます。
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このように，現在，本県の農林水産業につきましては新型コロナウイルス感染症の影響

は限定的になりつつありますが，新たに物価高騰による生産コストの上昇が経営を圧迫し

厳しい状況が続いていると認識しております。

今後とも生産者の皆様の声を十分にお聞きすることにより，先にお認めいただいており

ます５月補正予算及び６月補正予算での燃油や生産資材の価格高騰対策をしっかりと活用

させていただきまして，さらに国による緊急提言も実施することを通じまして，生産供給

体制の支援，強化や需要喚起などをしっかり図ってまいりたいと考えております。

最後に４点目は，国営総合農地防災事業，吉野川下流域地区の事業承継についてでござ

います。

資料４でございます。

この件につきましては，先月末に発表されました国の令和５年度予算概算要求におきま

して，事業承継を行うための関係予算を要求している旨が国から県に対し連絡がございま

したので，本日，当委員会に報告するものでございます。

１，現在の状況でございますが，国営総合農地防災事業，吉野川下流域地区につきまし

ては，農林水産省が基幹水利施設の整備を行うもので，令和５年度の事業完了に向けて工

事が進められております。

通水状況でございますが，平成26年度の通水開始以降，現在では北部・南部幹線から約

1,920ヘクタールの農地に用水が供給されております。

２，事業完了後における施設管理体制の方針につきましては，段階的に通水エリアを拡

大する中で，複雑で高度な取水管理への対応や大規模取水施設のメンテナンス，安全管理

対策など，管理上の課題が浮き彫りになってきたところでございます。

このため，農林水産省は関係土地改良区と連携して管理を行いつつ，解決策の検討を進

めてまいったところでございまして，また同時に，県からは災害時における施設の有効活

用のほか，図に示しますとおり水資源機構が管理する上流の早明浦ダムから下流の河口堰
ぜき

と，本地区の造成施設を併せました水資源機構によるダムや河口堰と一体的な管理が有効
ぜき

であることを国へ提言を行っていたところでございます。

これらを踏まえ，この度，農林水産省から，従来方式の土地改良区管理に変えて新たに

水資源機構による基幹施設の管理方針の提示があったところです。

あわせまして，機構管理によるメリットとして，豊富な管理実績と専門的人材による高

度な管理，24時間365日の監視体制による安定的な農業用水の供給，緊急時における利水

者や河川管理者との迅速な調整，雨水の一時貯留容量の確保などの利点が国から示された

ところでございます。

次に３，水資源機構から管理費の提示でございますが，水資源機構が管理する場合に

は，地元負担が0.88億円必要となるところでございますが，国費55パーセントと有利な国

庫補助制度の活用が可能となっておりまして，従来方式の土地改良区管理の場合と比べま

して管理に係る地元負担が0.46億円軽減される見込みでございます。

４，今後のスケジュールについてででございます。本事業が令和５年度に水資源機構へ

事業承継されました後，水資源機構による整備を経まして令和８年度から水資源機構によ

る管理事業が開始される予定となっております。

報告事項は以上でございます。
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御審議のほど，どうぞよろしくお願いいたします。

原委員長

以上で説明等は終わりました。

これより質疑に入ります。

それでは，質疑をどうぞ。

喜多委員

部長からいろいろ説明を頂きました。その中で，畜産に関してお伺いいたします。

５月臨時会においても家畜の餌である配合飼料の価格は高騰し，畜産経営に大きな影響

を受けていることをお聞きいたしました。県におきましても，県内畜産経営者の負担を軽

減するため，四国でも先手を打って５月補正予算により支援を行っていただいているとこ

ろであります。しかしながら，ウクライナ危機の長期化や急速な円安の進行も加わり，配

合飼料の価格は上昇を続けている中，今週５日月曜日には全ての畜種の生産者団体，そし

て関係団体から飯泉知事に対して緊急の支援要請がなされたと聞いております。

このような状況を受け，県におかれましては本定例会に持続可能な畜産業の実現に向け

た支援として補正予算案が提出されておりますが，まずは配合飼料価格の推移とそれに伴

う影響の現状について説明をお願いいたします。

岸本畜産振興課長

ただいま喜多委員より，配合飼料価格の推移とその影響につきまして御質問を頂きまし

た。

世界的な新型コロナウイルス感染症やウクライナ危機などにより，トウモロコシや小麦

といった輸入原料に頼る配合飼料価格につきましては価格上昇が続いている状況でありま

す。農林水産省の公表数字によりますと，ウクライナ危機後の令和４年度第１四半期で

は，ウクライナ危機前と比べ半年間で輸入原料価格が20パーセント，配合飼料価格も

10パーセント価格上昇をしておりまして，現在も更に高騰している一方，販売価格への転

嫁が困難な状況であり，生産者の困窮度は増しているという状況であります。

特に，国のセーフティーネットである配合飼料価格安定制度による補塡金が交付されて

も，なお残る生産者の皆様の実質的な負担額は，ウクライナ危機前と比べ10パーセント増

の１トン当たり6,000円を超える増加となっておりまして，生産者の負担は一層増加して

いるというような状況であります。

畜産業におきましては，生産コストに占める飼料費の割合というのが高く，牛では約

30から50パーセント，養豚では約60パーセント，養鶏では約50から60パーセントとなって

おります。この飼料費のうち配合飼料の占める割合は，牛では約60から90パーセント，養

豚，養鶏ではほぼ100パーセントであり，今後，配合飼料の更なる価格高騰，高止まりが

見込まれる中，収益の悪化や経営意欲の減退など経営に大きな影響を及ぼすおそれがある

というふうに考えております。

喜多委員
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いろいろと多くの上昇があるようでございます。セーフティーネット制度である配合飼

料価格安定制度における交付金が交付されているものの，畜産農家の皆さんの負担はこれ

から更に増えてくるものと思います。また，今後も価格上昇や高止まりが予想されるとの

ことで，その影響は非常に大きくなっていると考えます。

このような状況を受けての緊急対策として，今回，補正予算案を計上されていますが，

目的やスキームなどの説明を詳しくお願いいたします。

岸本畜産振興課長

ただいま喜多委員より，令和４年度９月補正予算の目的，スキームにつきまして御質問

を頂きました。

畜産業の収支状況につきましては，配合飼料価格の高騰などにより生産費が急増する一

方で，販売価格への転嫁ができず所得が大幅に減少するなど，収益が悪化している状況で

あります。今後も生産費高騰の影響が長期化すれば経営の悪化が更に進み，経営意欲の減

退につながることが危惧されております。

このため，生産コストの急増に直面する県内畜産経営者の負担軽減を図ることに加えま

して，県内畜産経営者の皆様には社会経済情勢の変化にも対応できるよう，改めて経営基

盤を見直していただき，飼料自給率の向上によるＧＸの推進，さらには生産性の向上やコ

スト削減など，将来に向けた経営の改善に取り組んでいただく必要があるというふうに考

えております。

そこで，畜産経営の負担軽減はもとより，同時一体的にＧＸを推進し持続可能な畜産業

の実現を図るため，これらの対策に取り組む意欲ある畜産経営者の皆様に対しまして取組

を開始するスタートアップ期間，３か月でございますけれども，これにおきまして，配合

飼料価格高騰により増加している実質負担分に対しましてその一部を支援するものであり

ます。

具体的には，県内の畜産経営者の皆様に大きく二つ，飼料の自給率の向上，そして生産

性の向上による経営改善，この取組を進めていただくこととしております。

まず，一つ目の飼料自給率の向上につきましては，県産飼料用米の利用促進，ＷＣＳ，

稲わらなどの利用促進，これらの取組によるＧＸの推進。

これに加えまして，二つ目の生産性の向上による経営改善では，飼料分析や血液分析と

いった生産性向上対策，そして経営診断によるコストの削減などに取り組んでいただくこ

ととしております。

また，支援額につきましては，配合飼料高騰に係る国のセーフティーネットである配合

飼料価格安定制度による補塡金を除くウクライナ危機後の実質負担増額分，１トン当たり

約6,000円に対しまして補助率２分の１以内で支援することといたしまして，１トン当た

り支援単価3,000円に対しまして３か月分の配合飼料の使用量，約６万3,000トンを乗じた

１億8,900万円に事務経費を加えた１億9,200万円を事業費として予算計上をさせていただ

いているところであります。

なお，５月補正予算は１億300万円でございますけれども，これと合わせまして総額は

２億9,500万円となりまして，今回の補正予算案をお認めいただけた場合は県内畜産経営

者の支援を迅速に行ってまいりたいというふうに考えております。
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喜多委員

今回の配合飼料価格の高騰に対して，生産者の負担軽減はもとより将来への経営改善や

ＧＸの推進を一体的に取り組んでいくとのことでございました。生産者の経営意欲を継続

して持ち続けていただけるためにも必要な取組ではないかと思います。

それと最後にもう１点お伺いしたいと思いますが，飼料自給率の向上によるＧＸの推進

につきましては，県産の飼料用米やＷＣＳなどの利用を進めるとのことでありますが，

様々な事情により取組が困難な生産者もおるのではないかなと思います。県としてどのよ

うに取り組まれるのか，その方針をお聞かせください。

岸本畜産振興課長

ただいま喜多委員より，ＧＸの推進に係る県の取組方針につきまして御質問を頂きまし

た。

委員御指摘のとおり，ＧＸを推進するための原則的な条件として設けさせていただいて

おりますけれども，畜種の特性や農場の立地条件，また取引上の制約などの諸条件により

ましてその取組が困難な場合も想定しております。このため，このような畜産経営者に対

しましては，個々の実情に応じまして血液分析や家畜改良の推進といった生産性の向上に

より一層工夫を凝らしていただくことを想定しているところでありまして，その実現に向

けましては畜産現場の最前線に位置しております家畜保健衛生所を中心にきめ細やかな対

応を行ってまいりたいと考えております。

なお，ＧＸの推進や経営改善に向けた取組を進めるに当たりましては，畜産経営者だけ

ではなく耕種農家の皆様や飼料会社，さらには関係団体などにも御協力を頂く必要がある

ことから，畜産経営者の営農状況等も踏まえ，関係者との連携の下，しっかりと対応して

まいりたいと考えております。

喜多委員

分かりました。現場の最前線で業務を行う家畜保健衛生所を中心に今後ともきめ細やか

な対応をお願いいたします。これからもウクライナ情勢の長期化をはじめ，今後の先行き

が見通せない状況の中，県内畜産経営者の皆さんは今後の畜産経営に大きな不安を抱いて

いらっしゃることだと思います。

県におかれましては，こうした生産者の声に耳を十分傾けられ，本県畜産業をしっかり

と守るための取組を今後とも進めていただければと思います。

寺井副委員長

今の畜産の関係で，ＷＣＳのことでございますが，何年か前の委員会でも，ＷＣＳ等々

を利用して，やれるんだったら畜産振興をしっかりやっておかなければいけないという話

もさせてもらったんだけれど，このＷＣＳをすることについていろいろな条件があるんで

すか。例えば，ＷＣＳにするとロールになりますよね。10アール当たりにロールを最低何

個は取らなければいけないとか，そういう条件はあるんですか。
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岸本畜産振興課長

ただいま寺井副委員長より，ＷＣＳに関しまして御質問いただきました。

面積当たりの収量等につきましては，特段の条件等はございません。国のほうの水田利

活用の交付金等もございますけれども，収量につきましては特に制約はなかったかと。飼

料用米等につきましては収量当たりの単位で交付金が出るんですけれども，ＷＣＳにつき

ましては10アール当たり８万円という形で交付金が出ておりまして，収量を幾ら取らなけ

ればいけないというような特段の制限はないと認識しております。

寺井副委員長

実は何年か前に私もそれを経験したことがあるんです。例えば，このＷＣＳのお米を作

る前に７月一杯ぐらいまではほかの作物を作っていて，ＷＣＳをしたいということで，そ

の後に稲を植えますよね。その収量というか，このロールの状態が少ないと駄目だという

ような話があって，取り組んでいた人が辞めたことがあるんです。

基本的にロールの数がちゃんと決まっていて，それぐらいは取れないと駄目だよという

話かなと私は思っていたんですけれど，こんな状態になってきて，わらが足らないとかい

ろいろと言われている中で，そういうのは農家にとっては非常に大切というか，経営とし

て更にプラス８万円ぐらいの収入が入ってくるんだったら非常にやりやすいことなので，

その辺がどうなのかなということでお聞きしたんです。

こんなことを言ったらいけないかもしれませんけれど，ちゃんと真面目にＷＣＳをして

植えている人と，極端に言ったら簡単に植えてロール数が本当に少ないような人も同じな

のかということを農家に聞かれたことがあるんです。それで今，確認したところなんで

す。

そういう経営ができるんだったら，大変厳しい中でプラス８万円というのは本当に大き

いことですから，それができるんだったら非常に有り難いんでちょっと確認させていただ

きました。ありがとうございます。

七條農林水産政策課長

ただいま，ＷＣＳの栽培に関して，耕作農家の管理の程度についての御意見かと思いま

す。

ＷＣＳの国の制度につきましては10アール当たり８万円弱の交付金が交付されるとなっ

ておりますが，これにつきましては作付けを行えば交付されるという仕組みになっており

ます。これは主食用米の需給調整の施策でございまして，主食用米をある一定少なくする

というような意味合いから，他の品目に転換することによって交付されるものでございま

す。

一方，ＷＣＳで生産されますサイレージのロールについては，耕種農家から畜産農家に

売渡しが行われておりまして，１個幾らで買取りしていただくという契約が多くございま

す。耕種農家としましては，より多くの収量をＷＣＳで収穫すれば売上げが多くなります

ので，そういった経済性の原理から多く収穫するというマインドが働くものと思っており

ます。

ただ，耕種農家の方からしますと，確かに買取り価格は決定しているんだけれども，余
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りにも粗放的に栽培しまして思っていただけのＷＣＳが入手できないというようなことが

発生する可能性はございます。そのほかにも，耕種農家のほうからすれば８万円弱の交付

金だけを目的として栽培をいたしますと，収量が少ないですとか，お米以外の雑草などが

十分に防除できずにお米以外の物が混入するというようなことがございますが，委員が

おっしゃるように，交付金につきましては収量に一定の条件を付すというような仕組みに

はなっていないところでございます。

寺井副委員長

今，七條課長から答弁があったんだけれど，今，これだけ水田農家が厳しい中で，例え

ば稲刈りをするときに，わらを切断しないでドロップで落として，そのわらを集めたロー

ルをくれないかということで，じゃあ稲わらをあげるよということでロールにしたら１反

で２本ぐらいになった。それがプラスのお金にならないのかというのはどうなのか。

七條農林水産政策課長

ホールクロップサイレージに通常加工するものにつきましては，いわゆる植物体の部分

とお米の部分がございますが，これらを全てラッピングしまして乳酸発酵をして，ある一

定の栄養価を獲得することを目的としておりますので，お米だけ除いて栄養価値が下がっ

たものをラッピングするということであれば，商品の餌としての価値は若干下がるという

ことで，恐らくその形態ですと，畜産農家の方がサイレージ飼料として欲するものではな

いのかなと思っています。

そういったことから，そういったものの加工とか流通というのは現実的でないのかなと

考えております。

寺井副委員長

こんなことを言ってもあれなんだけれど，今のお米が安い中でそれが本当に農家にとっ

てもプラスになるし，仮に中国とかのほうからわらが入ってこないとか，いろいろ言って

いますよね。

そのときに，畜産農家を支援するためのわらが供給できるというのは非常に有り難いこ

とだと思うんです。耕作をする農家にとってプラスになっていくようにするということ

で，徳島県独自としてそれもオーケーですよという話になればもっと広がりができるん

じゃないかなと思うんですけれど，いかがですか。

岸本畜産振興課長

寺井副委員長より，稲わらの飼料利用につきましての御質問を頂いております。

先ほど来，米を取った残りのわらの部分について飼料の利用ということで御質問等を頂

いておりますけれども，県内におきましては，先ほどの御答弁の中でも飼料利用で使って

いらっしゃる事例も数多くございます。それにつきましては，通常，稲わらを細断しまし

て肥料として土地のほうに耕起するという形が多いかと思うんですけれども，飼料利用と

いうことになりますと，細断せずにそのままにしまして，それを専用の機械で反転等をし

ながら乾燥させて，それを保管しやすく持ち運びしやすいように成形するなり，さらには
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乳酸菌を加えてロールで巻きまして乳酸発酵させる。そのような形で取組も行っている農

家さんも現実には県内でいらっしゃいます。

そういう中で，先ほど寺井副委員長よりお話がございました輸入の稲わらにつきまして

は，国内で使用されている約４分の１ほどが輸入ということで，ほとんどが中国というこ

とになっております。先ほど中国からなかなか入ってこないということで，新聞報道等で

も中国の大連市のほうでコロナが出たということです。

そのような状況の中，余り利用されていない稲わらにつきまして更に利用を拡大してい

くということは，県内の畜産振興を図る上でも重要なことと思っておりますので，今回提

案させていただいております補正予算に関しましても，この辺りの稲わらの利用であった

り，ＷＣＳの利用促進の取組を農家さんと共に進めさせていただきまして，飼料自給率の

向上に努めてまいりたいと考えております。

寺井副委員長

大事なことだろうと思いますし，御存じのとおり今年の米価の問題もあります。その中

で，概算払が200円ぐらいのプラスになっているんじゃないかなという話は聞くわけです

けれど，仮にお米を15俵取ると，これが1,000円上がるということは１万5,000円上がると

いうことで，この稲わらが例えば２万円でも３万円でもなると農家にとっては大きなプラ

スになるんじゃないかなと思うんです。今すぐにどうのこうのとはならないんだろうと思

いますけれど，徳島県独自の考え方として，もしそのようなことができるようでしたら，

御支援を頂ければ農家の皆さんが助かるんかなと思いますので，よろしくお願いをして終

わります。

井川委員

もうかるブランド推進課の三つの事業についてお伺いいたします。

９月補正予算ということで，なぜこのタイミングで三つの事業を実施するのか，その目

的について教えていただきたいと思います。

宮崎もうかるブランド推進課長

ただいま井川委員より，もうかるブランド推進課で計上いたしております三つの事業の

目的について御質問いただいております。

現在，コロナ禍の厳しい状況が続いておりますけれども，同時に国におきましては，通

常の日常生活を取り戻すために社会経済活動をしっかりと回していくこととしておりま

す。また，今年６月に再開したインバウンドの受入れにつきましては，去る９月７日から

水際対策を緩和しまして，１日当たりの入国者の上限を２万人から５万人へ引き上げ，全

ての国，地域を対象に添乗員を伴わないパッケージツアーでのインバウンドの入国が認め

られたところでございます。

そこで，本県といたしましては，今後のインバウンドの拡大と2025年大阪・関西万博を

しっかりと見据えながらアフターコロナの機運，こういったものを気にしながらタイム

リーに反転攻勢を仕掛けまして，県産品の販路開拓を図るため，当該三つの事業を効果的

に実施いたしまして，首都圏及び関西圏の販売，発信チャンネルの戦略的な活用及びブラ
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ンドの強化を行ってまいりたいというものでございます。

井川委員

分かりました。若干減ってきたかなというところでありますけれど，まだまだ本当に厳

しいコロナ禍であります。社会経済活動に併せて，機を逃さず反転攻勢を仕掛けていくこ

とが重要ではないかなと私も思います。

では，それぞれの事業について伺いたいと思います。

まず，「阿波ふうど」レガシー継承発展事業についてであります。先ほど部長から，八

芳園と四国大学との連携協定を踏まえての取組の説明がありましたが，八芳園とはどのよ

うな強みを持った企業であるのか。また，これまで徳島県とどのような協働事業を行って

きたのか，かいつまんで教えていただきたいと思います。

宮崎もうかるブランド推進課長

ただいま井川委員より，八芳園につきまして御質問を頂いております。

八芳園は東京都港区白金台にございまして，1943年に創業して結婚式場をはじめ宴会，

レストラン等の企画運営を行いますとともに，国や自治体と連携いたしまして八芳園の強

みであります企画・プロデュース力を生かしまして，地域の魅力，ストーリーを引き出し

付加価値を付けて発信する交流事業とかイベントを数多く手掛けられております。

本県と八芳園との協働事業につきましては，平成30年８月に東京の八芳園で開催されま

した東京オリ・パラホストタウンイベントに本県が参画いたしまして，スダチとか白ナス

などの県産食材を提供したことをきっかけとしまして，本県が世界に誇る伝統文化阿波お

どり，それから人形浄瑠璃などの文化体験など，本県の魅力を一体的に体感できるイベン

トを開催していただいたところでございます。

また，令和２年以降２年連続で，徳島商業高校の生徒が企画しました徳商デパートを八

芳園のポップアップショップで開催してきたということもございます。加えまして，今年

５月23日には八芳園で行われました岸田総理とバイデン大統領の日米首脳会談後の非公式

の夕食会で，風味豊かな本県の徳島野菜がメニューとして提供され，徳島の食の魅力を世

界に大いに発信していただいたというところが記憶に新しいところでございます。

井川委員

八芳園，私も前はよく通ったことがあるんですけれど，なかなか敷居が高くて入ったこ

とはないんですが，そういう取組ができているということは本当によく分かりました。当

事業において，八芳園の持っている強みをしっかりと活用して，本県の認知度拡大や販路

開拓につなげていただきたいと思います。

それでは，もう一つの各事業のポイントについて，「阿波ふうど」レガシー継承発展事

業について話を聞かせていただきたいと思います。

宮崎もうかるブランド推進課長

ただいま井川委員より，「阿波ふうど」レガシー継承発展事業について御質問いただい

ております。
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当事業につきましては，東京オリ・パラでの県産食材の活用やホストタウン国との交流

の成果をレガシーといたしまして万博につなげるため，去る８月３日に包括連携協定を締

結いたしました八芳園と四国大学との連携を早急に具現化するべく事業化したものでござ

います。八芳園のイベントスペース，ＭｕＳｕＢｕというところがございますけれども，

こちら四国大学の学生等の協力を得ながら，ホストタウン国と県産食材のコラボによる新

たなメニューの開発やエシカル農産物のＰＲ，販売，食文化が息づく里山の原風景や食材

の魅力を伝える写真展など，阿波ふうどの魅力を体感できるイベントを開催したいと考え

ております。

また，八芳園の同会場におきまして，首都圏のバイヤーを対象に県産酒米と県内採取の

水を使って県内で醸造されました地酒，阿波十割，それから県内で捕獲した鳥獣を活用し

ました阿波ジビエの料理，こういったものを地産地消や地域資源の有効活用といったＳＤ

Ｇｓの観点を踏まえまして，サステナブルな県産品としまして販路開拓に向けた商談会も

開催したいと考えております。

以上を効果的に実施することによりまして，首都圏における阿波ふうどの更なる認知度

の拡大とブランディングの強化を図ってまいりたいと考えております。

井川委員

分かりました。東京オリ・パラでの食材の活用や食を通じた交流などの取組の成果を，

いつも言っているんですが一過性に終わらせることなく，次の2025年大阪・関西万博へと

継承，発展していただくことが重要であると思いますので，しっかりと進めていただきた

いと思います。

次に，関西県産品利用強化・拡大事業の具体的なポイントについて御説明いただきたい

と思います。

宮崎もうかるブランド推進課長

ただいま井川委員より，関西県産品利用強化・拡大事業について御質問いただいており

ます。

当事業につきましては，2025年大阪・関西万博開催を見据えまして，戦略的に関西圏で

の県産食材の消費，販路拡大，認知度向上を図るため，関西で徳島の食を応援いただいて

おります阿波ふうどスペシャリスト飲食店，それから各種量販店，こういったところでメ

ニューキャンペーンとか阿波ふうどフェアを実施したいと考えております。

加えまして，３年ぶりに本年６月にリアル開催されました関西の市場関係者から成りま

す徳島県青伸会の総会におきまして，長らく徳島の産地が見れていないということでした

ので，県内の生産地を是非訪問したいという御意見を多く頂いたことから，市場関係者や

バイヤーを対象にいたしまして，リアルとＶＲ動画を併用いたしました県内産地視察や商

談会を開催するなど，関係機関との連携強化にも取り組んでまいります。

こうした発信力，販売強化チャンネルを積極的に活用いたしまして，発信，販売の両面

から新たな攻勢を仕掛け，関西における県産品の販売，消費拡大につなげることで，関西

での県産品取扱店と，これから徳島ファンの拡大を図るとともに，是非食べに行きたい徳

島，こういったものの創出にもつなげてまいりたいと考えております。
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井川委員

ありがとうございます。大阪の中央市場にも何度か行ったことがあるんですが，場内に

入ると徳島の農産物の箱がいっぱい並んでおりまして，関西の台所と呼ばれるぐらい多く

の農産物を卸しております。市場関係者等としっかり連携して取組を進めていただきたい

と思います。

最後に，「食の宝庫」とくしま新商材発掘・発信事業について御説明いただきたいと思

います。

宮崎もうかるブランド推進課長

ただいま井川委員より，「食の宝庫」とくしま新商材発掘・発信事業について御質問い

ただいております。

当事業は，さきの６月補正予算を活用いたしまして，首都圏の大手飲食チェーン，名代

富士そばと連携を図り，旬の県産食材スダチを使ったＰＲを行うなど，認知度向上や消費

拡大の取組を進めてきたところでございます。今後こうした取組を機を逸することなく更

に加速させるため，首都圏の消費者目線の意見やニーズをタイムリーに生かしまして，首

都圏における県産品の認知度向上，消費拡大にしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。

具体的には，ターンテーブルの強みであります交流拠点としてのネットワーク形成力を

生かしまして，渋谷区近隣の飲食店とか徳島ゆかりの飲食店と連携を図りまして，本県が

認定するとくしま特選ブランドなど，よりすぐりの県産品の販売やメニュー開発を行いま

してテストマーケティングを実施することにより，首都圏において県産品の新たな魅力や

価値を発信したいと考えております。また，大手外食チェーンや量販店への販路拡大に向

けまして，ターンテーブルを核といたしまして，県内生産者や事業者と連携を図りながら

加工から販売までを一貫して行うノウハウを構築するなど，県産食材を使って首都圏で戦

える新商材の開発を行って，県産品の更なる販路拡大を図りたいと考えております。

井川委員

それぞれ御説明いただきましてありがとうございます。現在，コロナ禍の厳しい状況が

続いておりますが，アフターコロナに向けて本県農林水産物を全国で使ってもらえるよう

積極的に販路開拓，食材の魅力発信を戦略的に展開していく，種をまいていくということ

が非常に重要であると思います。一つ一つの取組が徳島県産の安全・安心で新鮮な食材を

知ってもらうことにつながり，そして万博開催時，更には万博以降にも徳島に食べに行き

たいと思ってもらえるようになると思いますので，頑張っていただきたいと思います。

実は私も何年か前に，無性にカツオのたたきが食べたくなりまして，それだけのために

高知へ行ったこともございます。徳島も何かそういう魅力あるものを是非とも開発してい

ただきたいと思います。

県内生産者はもとより，八芳園をはじめ首都圏や関西圏の関係事業者としっかりと連携

を図り，県産食材の魅力発信に向けて一層の取組を期待しております。どうぞ頑張ってい

ただきたいと思います。
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梶原委員

井川委員から，県産食材の販路拡大ということで話がありましたけれども，基本的なこ

とをお聞きします。

最近，このサステナブル，持続可能なと常に頭についているような感じがするんですけ

れども，ここで言われているこのサステナブルフードというのは，徳島でいうとどういう

定義がされているのか，それを教えていただきたい。

宮崎もうかるブランド推進課長

ただいま梶原委員より，サステナブルフードについての御質問を頂いております。

サステナブルフードにつきましては，ＳＤＧｓの理念を基に自然環境や社会に配慮した

生産方式で作られた食材をサステナブルフードと呼んでおりまして，本県では持続性の高

い生産方式で栽培される，例えばＧＡＰ認証取得の農産物でありますとか，エシカル農産

物，それから具体的には東京オリ・パラの選手村で提供されましたＧＡＰ認証食材であっ

た米とかスダチ，白ナス，阿波尾鶏，こういったものは正に本県ならではのサステナブル

の一つと考えております。

加えまして，地産地消とか地域資源の有効活用といった観点からも，先ほど述べました

ような地酒，阿波十割，それから阿波ジビエの活用，こういったものもＳＤＧｓの理念に

沿った本県のサステナブルフードというふうに考えております。

梶原委員

分かりました。それから，この前，視察で東京に富士そばさんがやっているキャンペー

ンを見てきましたけれども，幹部の方も二人来られて非常に力を入れられていて，首都圏

でそれなりのいい成果が出ているというふうにお聞きいたしました。

今回，この関西県産品利用強化・拡大事業というのは，先ほど課長がおっしゃいました

けれど，これは首都圏で展開した富士そばのような，一般の方がいろんな街で食べられる

ような機会を企業とタイアップしてやる，そういった取組はされるんですか。

宮崎もうかるブランド推進課長

ただいま，関西圏での販路拡大の取組についての御質問でございます。

関西圏の販路拡大におきましては，阿波ふうど繁盛店という県と連携して各種メニュー

フェアをやっていただいている店が現在13店舗ございます。そういったところを更に増や

すことによりまして，関西圏で徳島の食をより効果的に発信できるようなこともやってい

きたいと思っております。

あわせまして，徳島県ではマルナカ等で各種イベントをやって阿波ふうどフェアをやっ

ておったわけですけれども，こういったものを関西圏にも広げまして，徳島の食というも

のを関西の皆様にも是非知っていただいて，徳島に行ってみようという気を持ってもらい

たいなと思っております。

梶原委員
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富士そばさんは首都圏で何百店舗というところでやられていたので非常に反響も大き

かったと思うんですけれど，関西でされるという阿波ふうど繁盛店が13店舗ということ

で，これからなのかなと思います。これはどのぐらい広げていくとか，目標は考えられて

いるんですか。

宮崎もうかるブランド推進課長

ただいま，関西圏での店舗の拡大というところで御質問がありましたけれども，この補

正予算におきましては13店舗をまずは30店舗ほどということで考えております。ただ，

やっぱり2025年の大阪・関西万博を見据えますと，もっとということになりますので，ま

ずはこの事業を第１弾といたしまして継続的に関西圏で食の魅力を発信できるようにやっ

ていきたいと思っております。

梶原委員

首都圏で展開した富士そばさんみたいにフランチャイズであまねく店舗を持っていると

ころだと，より効果的に行えると思いますので，今後は富士そばさんみたいな企業とコラ

ボできる道も別途探っていただきたいと思っておりますので，是非よろしくお願いしま

す。

最後に，先ほども畜産関係のことが出ていましたＧＸの推進ということで，結構大きな

ハードルになるんじゃないかと思っておりましたけれども，先ほど課長さんが，そういっ

た取組がなかなか難しい農家については別途配慮していくことを考えているとおっしゃっ

ていまして，それを聞いて安心したんです。

それで，今回の支援が県内のあまねく畜産農家に支援が行き届くのか，その辺を確認し

ておきたいと思います。

岸本畜産振興課長

ただいま梶原委員より，今回の支援が県内の畜産農家に行き渡るのかという御質問を頂

きました。

今回の補正予算案につきましては，５月補正予算と同じく県内全ての畜産経営者を対象

としておりまして，約450戸ございますけれども全て対象にしております。先ほど申し上

げましたとおり，実質的に負担が増えております配合飼料の負担分，その部分を基に算出

しました１トン当たり3,000円を全ての畜産経営者の購入数量に応じまして審査していた

だくと。

そういう中で，本年10月以降３か月間，まずはスタートアップ期間としまして経営改善

に向けた取組を進めていただき，そして次年度以降令和６年度を目標としまして一つの粗

飼料，自給率の向上，この辺りに取り組んでいただくと。そういうような形で家畜保健衛

生所を中心に関係機関等々も連携いたしまして，畜産農家の皆様方へのサポートをしっか

り行ってまいりますけれども，全ての畜産農家に対しまして同じようにサポートしてまい

りたいと思っております。

梶原委員
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今朝のニュースでも畜産農家の経営状況が非常に厳しいという報道がされておりまし

て，徳島も畜産農家が非常に大事な産業でございますので，一つの農家も取りこぼすこと

なくしっかり支援が受けられるように，また県もしっかりとサポートしていただきたいと

思いますので，よろしくお願いします。

達田委員

先ほどからお話が出ております畜産業の件ですけれども，一応はこの持続可能な畜産業

の実現に向けた支援ということになっておりますよね。お肉にしても卵にしても牛乳にし

ても，やっぱり消費者としては地元で取れた安全な食べ物を口にしたい，そういう願いを

持っております。

ですから，畜産業の方が少なくなってしまって生産ができないということになります

と，消費者も困るわけなんですよね。現在，畜産業の経営者の方が県内でどれぐらいおい

でて，そしてちゃんと後継者がいてこれからも持続していけますという方々というのはど

れぐらいいらっしゃるのでしょうか。

岸本畜産振興課長

ただいま達田委員より，県内の畜産経営者数，それと後継者がいらっしゃる方の割合等

につきまして御質問いただきました。

先ほど梶原委員の御質問の中でも，県内で約450戸というような答弁をさせていただき

ましたけれども，現在，県内畜産経営者454戸でございます。

そのうち後継者等のお話がございましたけれども，20代から30代，40代の後継者がい

らっしゃる農家さんも当然おりますし，後継者がいなくてこのまま御自身の体力が続かな

くなる，そのようなことで廃業を考えている畜産農家さんも現実にはいらっしゃいます。

ただ，その比率につきましては，現在データを持ち合わせておりませんので，御理解いた

だけたらと思います。

達田委員

若い方が張り切って後継者として頑張っておられるところもある一方で，後継者がいな

くてもう私の代で終わりだと，非常に厳しい状況もありますし，先ほどからお話も出てお

りますように飼料の高騰ということで，中国からの稲わらもなかなか入ってこないという

ことで，これは何とかしていかなければいけないというのは誰もが思っていると思うんで

すね。

例えば，稲わらにしても何にしても，お米を作っているわけですからいっぱいあるんで

す。しかし，それが利用できていないという状態がありますし，これを利用する場合も案

外コストが掛かるんだというようなお話もお伺いするわけです。

ですから，ただでさえトウモロコシなどの飼料価格が高騰しておりますし，もう本当に

大変な状況にあるわけですけれども，この飼料，草とかわらとか，そういうものを食べさ

せる，自給していく事業として県産飼料用米の利用推進と，飼料用米に限って書かれてい

るんですけれども，配合飼料それからそのうちの飼料米，お米の自給，現在どれぐらい必

要で県内で自給できているものがどれぐらいあるのか，あとどれぐらい増やしたいのか，
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そういう目標を教えていただけたらと思います。

原委員長

午食のため休憩いたします。（11時58分）

原委員長

休憩前に引き続き，委員会を再開いたします。（13時04分）

それでは，質疑をどうぞ。

達田委員

先ほどお伺いしたのは，この事業の中で飼料自給率の向上によるＧＸ推進に向けた取組

ということが掲げられるんですよね。やっぱり飼料を自給するということが，本当の意味

での国産の肉というふうになっていくと思うんです。

ある牛を飼っておられる方がおっしゃっていましたけれども，阿波牛とか国産牛とか言

うけれど食べているものはほぼ外国から来ているんだよと，外国から来ている餌でできて

いる牛やと，本当にこれを国産牛って言ってもいいんかなと冗談交じりにそういうお話も

しながら飼育をしておられました。人間が食べる自給率を向上させるというのは大事です

けれども，やっぱり家畜の餌そのものも自給ができるという，その目標を設定して目指し

ていかないといけないんじゃないかと思うんです。

ですから，今回は飼料用米，ＷＣＳ，稲わらというのが出ているんですけれども，この

①，②の２点で言えば，当面どれだけのものを自給しようとしているのか。これは昔のよ

うな農法は全くできませんけれども，自然を循環していく農業というのを目指していくた

めには，やっぱり家畜であれ何であれ，いろんなものを循環する農業というのを目指して

いかなければいけないと思うんです。それが持続可能な畜産業になっていくんじゃないか

と思うんです。

県として今こういう取組をされているんだけれども，将来的にどういうふうに自給率を

高めていこうとしているのか，その点のお考えをお聞かせいただけたらと思います。

岸本畜産振興課長

ただいま達田委員から，飼料自給率の向上に向けました県の考え方ということで御質問

を頂いております。

まず，今回の補正予算案につきましては飼料自給率の向上によるＧＸの推進という形で

取組を進めることを考えております。一つが先ほど来，委員からもお話のある飼料用米の

利用推進，それともう一つがＷＣＳ，稲わら等の利用推進ということでございます。

ここで現時点での県内の自給率を申し上げさせていただきます。まず１点目の飼料用米

でございますが，令和３年度の飼料用米，畜産農家での利用実績につきましては3,455ト

ンということで，約3,500トンでございます。一方，いわゆるＷＣＳであったり牧草で

あったり稲わら，この辺りの草資源であります粗飼料につきましては，令和２年度の数字

ということで国の統計数字にはなりますけれども，県内では約３万4,400トンが生産され

ているところとなっております。
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これを今後どのように高めていくかということでございますけれども，今回の事業によ

りまして，飼料用米につきましては令和６年度を目標に約3,500トンの倍増の約7,000トン

を目標と考えております。これにつきましては，昨年度の約3,500トンから今年度の令和

４年度時点での畜産農家さんからの要望見込みというのが約4,200トンということで

20パーセントの増加，これを段階的にこの事業の推進も併せまして令和５年度，６年度に

約30パーセントずつの増加も見込みながら，トータル的に令和６年度7,000トン，いわゆ

る令和３年度比で倍増という形で目標設定をさせていただいております。

一方，粗飼料につきましては先ほど約３万4,400トンという答弁をさせていただきまし

たけれども，これは飽くまで重さとしての数量でございまして，これをいわゆる栄養価の

指標の一つでありますＴＤＮ，可消化養分総量と言いまして家畜が消化できる養分の総量

の指標でございますけれども，これは人のカロリーと近い概念の指標になりますが，この

ＴＤＮベースで言いますと，徳島県の粗飼料の自給率につきましては令和２年度で66パー

セントということになっております。

一方，国内の全国の平均で言いますと，令和２年度全ての粗飼料の自給率が76パーセン

トということで，少し徳島県が少ない数字になっております。これを令和６年度に向けま

して，国と同水準の76パーセントを目標に10パーセントの増加を目標として取り組んでま

いりたいと考えております。

達田委員

お米の価格も非常に安くて作れば作るほど赤字という中で，飼料米を作っていただくと

いうことで，経営の安定を目指すためにもやっていると思うんですけれども，せっかく

作っているわけですから，飼料としてのお米だけを利用というんじゃなくて，丸ごと稲わ

らも全部利用できるというふうにしていったらいいんじゃないかと思うんです。

ただ，先ほどからもお伺いしていましたが，やっぱり稲わらを利用するにしても機械化

しないといけないので，かなりコストが掛かってしまうということです。そういうところ

にも支援が必要なんじゃないかと思うんです。

今，畜産農家の規模が大きくなれば大きくなるほど損をするリスクも大きいと。今は非

常に飼料が高騰しておりますし，いろんな資材が高騰しておりますので，大規模ほど大き

な損失が出てしまって，本当にやる気をそがれてしまうというか，心が折れるという状況

にあると思うんです。

ですから，本当に根本的な支援が必要じゃないかと思います。配合飼料価格安定制度と

いうお話も出たんですけれども，これは政府と飼料メーカーが基金を折半するという仕組

みだと思うんです。けれども，飼料メーカーのほうは基金の積立金を販売価格に上乗せし

てきますから，その分は結局農家が負担するというようなことになって，ただでさえいろ

んなものが高騰しているんですけれど，更に高騰していくということで，なかなかこれは

解決にならないと思うんです。

ですから，こういうところの制度を，一つはちゃんと損した分は全部補償できるような

制度にしてくださいよということを国に対して言いながら，また県としてもできる限りの

支援をしていくということが必要じゃないかと思うんですけれども，この点はどのように

お考えでしょうか。
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岸本畜産振興課長

ただいま達田委員から，飼料自給率を上げる場合の機械整備の負担であったり，配合飼

料の価格安定制度におきます畜産農家さんの負担軽減，この辺りの提言が必要でないかと

いうような御質問を頂いております。

まず，１点目の機械の導入等につきましては，確かに委員の御指摘のとおり，例えば乾

燥する機械，反転して乾燥する機械，集める機械，それを成形する機械であったり，フィ

ルムでラップをする場合には当然専用の機械が必要という形で様々な機械が必要というこ

とでございます。これにつきましては，国のほうも自給飼料の増産ということで国策とし

ての方針を出しておりまして，各種補助事業もございます。代表的なもので言いますと，

畜産クラスター事業につきましてもそのような機械類であったり，そのような作物を作る

に当たっての肥料，家畜の堆肥を生産する場合の補助メニューであったり，様々なそうい

う支援制度がございますので，県といたしましては関係機関と連携をしながらそのサポー

トをしていきたいと思います。

なお，先ほど来，稲わら等の自給率のお話でいろいろと御提言も頂いておりますけれど

も，例えば稲わらにつきましては当然，畜産農家さんで現在利用されているものもありま

すし，逆に利用されていない稲わらというのもございます。ただ，使われていない稲わら

につきましては，細断した上で肥料として土地に耕起いたしまして肥料としての役割も果

たしているということで，今後の自給率の向上ということに向けました取組につきまして

は耕種農家さん，また畜産農家さんとの連携の中でその辺りのサポートをしながら進めて

まいりたいと考えております。

それと，もう１点の配合飼料価格安定制度におきます畜産農家の皆様の負担軽減という

お話でございます。本年４月，当時の農林水産省の金子大臣に対しまして，知事のほうか

ら緊急提言ということで配合飼料価格安定制度の拡充の緊急提言を行いました。その後，

５月にも行ったというところでございます。さらには，全国知事会等からも要望しており

まして，先般は四国の議会議長会のほうから提言もなされたということで承知していると

ころでございます。この辺りは国のほうへの提言も含めて，また生産者団体からも様々な

提言を行っておりますので，県としても国に対してしっかりと要望してまいりたいと考え

ております。

達田委員

飼料の高騰で上がった分を補塡する制度にしてください。これを強くお願いしていただ

きたいと思います。

それと，支援額と支援単価，それから３か月間と書かれているんですけれども，こうい

う厳しい状況がいつまで続くか分からないと思います。経営改善等への取組のスタート

アップ期間が３か月に設定ということですけれども，これではちょっと不安も大きいと思

いますので，やっぱりちょっと延長していく必要があるんじゃないかと思うんです。その

点はいかがでしょうか。

岸本畜産振興課長
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ただいま達田委員から，今回の支援をもう少し延長というような話で御意見を頂いてお

ります。

今回３か月間ということで設定させていただきましたのは，先ほど委員からもお話がご

ざいましたけれども，10月から12月の３か月間に新たに取り組んでいただく期間として設

定させていただいております。そういう中で，今後も価格の上昇であったり高止まり，そ

のような懸念がございます。

現在，国のほうにおきましては，岸田総理のほうから飼料の価格高騰対策の検討につき

まして方針も示されておりますし，本日開催予定の物価・賃金・生活総合対策本部の会議

におきましても，何らかの形での方針が示されるものというふうに考えております。国の

ほうの支援策，そのあたりも踏まえ注視いたしまして，県内の畜産農家さんが営農意欲を

継続していただけるような形でしっかりとサポートしてまいりたいと考えております。

達田委員

先ほど御報告を頂きました農林水産業に対するいろんな影響の調査を見ましても，畜産

の需要が減少，単価も下落というのが大きいですよね。こういう肉用牛，それから肉用

鶏，鶏卵の単価も下落している。それがコロナ前のレベルになかなか戻らない。ほかの野

菜を見ますと，コロナ前の水準にほぼ近づいてきたというのもあるんですけれども，肉用

牛だったら回復したとは言い難い状況とか，ブロイラーも安定した需要はあるんだけれど

も阿波尾鶏のような高級な商品は需要，単価ともに低調な状況だというようなことなんで

すよね。

阿波尾鶏は徳島県の特産ですし，ほかの鶏とは少々価格が違っていても売れるという状

況を作っていくことがとても大事だと思いますので，やっぱりこれは飼料の高騰対策も立

てながら，どうやって販売していくかというのも一緒に考えていかないといけないことだ

と思います。

持続可能な畜産業と書いてあるだけで夢があるんです。すごく有り難いなと私は思うん

です。ですから，この書かれているとおりの畜産業になっていくように，是非お願いした

いと思っております。

仁木委員

私からは，農林水産の今の物価また資材の高騰とか，そういったところの整備をこれま

でしていただいていることに敬意と感謝を申し上げたいんですが，そういった中で，今ま

で施策していただいていますのは飼料，そして燃料，それともう一つが肥料の三つなんで

す。

そういう中で，施設でしていらっしゃる例えば菌床シイタケ，このレポートを見たら資

材の高騰が問題と書いていますけれども，私が聞くところによると，菌床シイタケは電気

をよく使うということで，電気代の高騰が非常に苦しいという状況があるらしくて，電気

代の高騰というのは，例えばですけれども農業全体を俯瞰してみたときにポンプアップし

ておるところだけとか，いろんな電気を使って管理されているところもあるでしょうか

ら，そういうところも非常にこたえているんではないかと推察します。

その上で，多く電気を高圧で使っているところというのは，過去にいわゆる電力の自由
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化が起こった際に新電力に移行されていた。その中で，今こういう状況で撤退するところ

が増えてきた中で，美馬市も報道のとおりで，ああいった損失というか差額が出て，補塡

しなきゃいけないというのが出てきていると，それは民間においても同じだと思うんで

す。私は個人的に，この新電力からの負担が大きくなったというところについては，やっ

ぱり国でこういう施策を実施したから国が何らかの対策をすべきだという考え方なんで

す。

臨時交付金の財源は国の財源ですから，例えばこういった状況のところでそういった新

電力での損害又は電力高騰に対する何らかの対策として何か事業化をしてもいいんじゃな

いかと，高騰に対しては電気もすべきでないかと思うんですけれども，その点，今どんな

感じで把握されているか，見通しも含めてお聞かせ願いたいと思います。

小杉スマート林業課長

菌床シイタケの生産における電気代の高騰対策について，国の交付金を活用してはどう

かという御質問だと思います。

委員がおっしゃるように，菌床シイタケに関しては夏場の発生培養温度が20度前後とい

うことで，締め切った空間を冷房する中でかなりの電力を使うということで，特に新電力

のほうに移行されていた方が新電力の撤退によって影響を受けているというのは，県農林

水産部で行っております経営状況調査でも把握しているところでございます。

このような電気代高騰に対する対策につきましては，菌床シイタケだけでなく農林水産

業，ほかの施設園芸ですとか，あるいは我々林業のほうで言いましたら製材ですとか，全

産業に及ぶ大きな課題でございまして，今のところは国策として検討していただくのが一

番よろしいと認識しております。

そこで，県としましても去る８月18日に全国知事会を通じまして，暮らしの安心確立に

向けた提言におきまして電気代高騰対策の拡充を提言しているところでございます。今の

ところ，この電気代高騰に対する対策としましては節電プログラム促進事業，いわゆる節

電ポイント事業というのが経済産業省のほうから示されておりまして，細則については各

地域の電力会社で決めるようになっておるようでして，その動向について調査，注視して

おります。それが出てきたときに，菌床シイタケの方々にも使えるように県としてもお手

伝いしていきたいと考えております。今のところは生産者の方のお声も伺いながら，今後

の各種支援事業について国の動向を注視してまいりたいと考えております。

仁木委員

今，課長さんから御答弁のあった国に上げていただいた提言については，新電力に移行

してのこういう価格高騰なり何なりというのも含まれておるんですか。そうではなくて，

普通の電気代の高騰に対するもののみになっているのか。安心というのがいつもなんです

けれどほんわかして，どういう要点で言っているのかちょっと分からなくてですね。

小杉スマート林業課長

国への提言につきましては，電気代高騰対策全般についての提言となっております。
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仁木委員

全般なので私が申し上げている分も入るという認識でいいのかなと思うんですけれど，

具体的に今の状況を追加でお伝えしていっていただくべきかなとも思いますし，新電力の

環境も含めてです。

もう一つ，通常のいわゆる電気代の高騰分については，本当に困っている人もいらっ

しゃるかと思うんです。他の所管分においては学校とかがされているんだから，やっぱり

本県の農業水産業においてもすべきだと思いますし，商工労働観光部においても同じで，

この経済委員会の所管課というのはそういう電気の今の状況をよく議論して要望していか

なきゃいけないと思っております。

ですから，もしよかったら政策提言と同様のような意見書なりを委員会から上げられて

もいいんじゃないかということで，委員長，副委員長で御相談いただければなと思います

ということを述べさせていただいて，質問を閉じさせていただきます。

寺井副委員長

国営総合防災事業の吉野川下流域の事業承継について，平井部長から説明がありました

けれども，御存じのとおり，これからの時代は水が一つのキーポイントになってくるとい

う話があるわけでございます。特に，愛知県は愛知用水といいますか，明治用水も含めて

あれがあるということで農業の発展があったわけでございまして，私も名古屋のほうに

行ったときに，すごい水が流れているんだなというのを見たことがあるんです。

この事業は吉野川下流域でやられていて，なかなか大変だったようでございますけれど

も，ようやく地元に承継していくというか，水資源機構へ移っていくということで，もう

少し詳しく知りたいんです。

坪井生産基盤課水産基盤・国営担当室長

ただいま寺井副委員長から，国営吉野川下流域地区の事業承継について，水資源機構が

施設を管理することについてメリット等を詳しく知りたいということで御質問いただいて

おります。

水資源機構が施設を管理することについてでございますが，吉野川には早明浦ダム，池

田ダム，また下流に二つの河口堰がございまして，水資源機構はこれら大規模水利施設の
ぜき

豊富な管理実績と土木施設機械の専門的な人材を有しておりまして，高度な施設管理が可

能となるメリットがございます。また，豪雨災害や渇水等に対しまして24時間また365日

の監視体制と突発事故への迅速な対応が可能であり，安定的な農業用水の供給が可能とな

るなど，農業上のメリットもございます。

さらに，緊急時の上水道や工業用水との連携など，他の利水者や河川管理者等との迅速

かつ円滑な調整が図られることや，洪水警戒時には河口堰との連携操作によりまして地区
ぜき

内排水路の先行排水を行うことで，洪水被害の軽減に資する雨水の一時貯留容量の確保が

可能となるなど，防災・減災上のメリットもございます。

加えまして，事業承継によりまして水資源機構が施設管理を行う場合，地元負担額につ

いては先ほど部長のほうからも説明がございました0.88億円となりますが，管理費に対し

まして55パーセントとなる高率の国庫補助を活用することが可能となっておりまして，管
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理に係る地元負担が0.46億円軽減される見込みであるなど，地元負担軽減のメリットもあ

ります。

今後とも令和５年度国予算の概算決定に向けまして，関係土地改良区等と連携しながら

引き続き国に向けて要請してまいりたいと考えております。

寺井副委員長

今の答弁の中にもありましたけれども，いわゆる調整が非常に早く迅速にできるという

のは非常に有り難いなと思います。私は北岸の役員をしているんですけれども，今年も渇

水の状態になったときにそういう提案をされて，うちのほうもすぐ協力をしたんですけれ

ども，そういうことが可能になっていくのかなと，非常に有り難いなというふうに思って

おるところでございます。

国営事業が来年に事業完了の予定であるわけでございますけれども，水資源機構への事

業承継ということで，工期が２年ほど延びるようでございます。この２年間で何をする予

定なんでしょうか。

坪井生産基盤課水産基盤・国営担当室長

ただいま寺井副委員長から，水資源機構への事業承継により工期が２年延びるが，何を

行うのかということで御質問いただいております。

事業承継によりまして延伸される２年間につきましては，水資源機構によります管理を

円滑に移行する上で必要となります水管理システムの統合や，異なる通信規格等を統合す

るために通信システムの改修を行う予定であるということを国のほうから聞いておるとこ

ろでございます。

寺井副委員長

分かりました。本当にこれは大事な事業と私は思っております。特に吉野川北岸という

のは，降雨量が年間1,000ミリメートルというようなお話も聞いておりますし，その中で

水がやっぱり大きなキーポイントになってくるのかなと思っておるところでございまし

て，是非やっていただきたい。

これは国の幹線用水で国がやるわけでしょうけれども，引き継いで県もその地域全体が

施設を利用して農業が展開できるように作っていただきたいと思っておりますので，よろ

しくお願いしたいと思います。

原委員長

ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と言う者あり）

それでは，これをもって質疑を終わります。

以上で，農林水産部関係の調査を終わります。

議事の都合により，休憩いたします。（13時34分）


